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　　　　　規則第９条の規定による付近見取図は、方位、申請に係る位置指定道路の位置、付近の目

　　　　標、街区及び既存道路等の状況を明確に表示すること（単なる案内図とは異なる）。

　　（６）位置指定道路及び自動車転回広場の構造図

　　　　　構造図は構造断面図とし、縮尺は１／５０以上で作成し、側溝等及び標示杭の位置、路面

　　　　の構造を図示すること。

　　　　　申請に係る土地の地名地番は、位置の指定を受けようとする道の敷地の地名、地番（地番

　　　　及び号を含む）とする。

　　（４）申請に係る道路の幅員、延長及び面積

　　　　　幅員は各幅員別に記載する。延長は、各幅員別の合計延長とする。面積は各幅員並びに

　　　　各延長別の合計面積とする。

　　（３）申請に係る土地の地名地番

　　　都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によ

　　（５）付近見取図

（実施基準日　令和６年１２月１日）

所管　建築安全課　建築指導係

　　　　　図面作成者及び申請代理人は、原則として建築士、測量士又は土地家屋調査士等とする。

第１　定義

　　　　本基準において位置指定道路とは、法第４２条第１項第５号に『土地を建築物の敷地として

許　認　可　等　の　内　容
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標準処理期間

３０日間

　法　　令　　名 根　拠　条　項

　　（１）申請者

　　　　　申請者は、位置指定道路を新設、変更又は廃止しようとする者。

道路位置指定

　　　利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大

建 築 基 準 法 第４２条 第１項 第５号

第２　申請図書記載事項

　　　　申請図書記載事項は、次のとおりとする。

　　（２）図面作成者及び申請代理人

　　　らないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁

　　　からその位置の指定を受けたもの』とあり、法第４２条第１項第５号に明記された法令による

　　　ことができずに道を築造する道路とする。



　　　　ク　権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、（根）抵当権、永小作権、地役権、質権、差

　　　　　押債権、先取特権の権利を有する者（仮登記権利者を含む）。

　　　　※　原則、権利者は登記事項証明書の甲区（所有権）及び乙区（所有権以外の権利）の記載

　　　　　柵等を設けて位置指定道路が隣地に接していないことが一見してわかるようにすること。

　　　　　場合は、２５センチメートル以上離隔すること。

　　　　　　なお、この場合においては、全体計画敷地に含むこととし、位置指定道路との間に塀や

　　　　　いての承諾をすることができる権限を有する者。

　　　　カ　既存の私道に接続して指定を受ける場合は、その私道の所有権者全員。

　　　　キ　相続関係等については、遺産分割協議書等で明確にされた権利者。

　　　　　するように管理する者をいう。以下、位置指定道路の管理者という。）

　　　　ウ　権利者が未成年者等の場合は、親権者等。

　　　　オ　令第１４４条の４第１項第１号ロによる公園等に接続する場合は、通り抜けることにつ

　　　　ケ　管理者（申請に係る道路を令第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合
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　　　　　事項により判断する。

　　（１１）一般事項

　　　　ア　相続関係を明らかにする場合は承諾者備考欄にその旨を記載すること。

　　　　イ　様式第１２号の申請書及び様式第１３号の承諾欄及び図面のつなぎあわせ目には、原則

　　　　　として、関係権利者全員及び代理人の割印をすること。

　　　　ウ　隣接地の承諾が取れないため、やむを得ず隣地境界線から離して位置指定道路を設ける

　　　　合は、高低差、勾配等を図示すること。

　　（９）承諾者欄

　　　　ア　権利別に承諾者の住所、氏名及び承諾年月日を記入し、実印を捺印すること。

　　　　イ　公有地管理者、法廷代理人等のある場合は、これらの資格を権利別欄に記載すること。

　　（１０）承諾を必要とする関係権利者の範囲

　　　　エ　公有地については、その管理者。

　　　　ア　位置指定道路、当該道路を利用する宅地及び、当該道路に隣接する土地の土地・建物等

　　　　　の権利者。

　　　　イ　共同物件の場合は全権利者。

　　　　カ　がけ、擁壁又は高低差のある場合は図示すること。

　　　　キ　敷地の区画割を記入し、併せて敷地の各辺の長さを記入すること。

　　　　ク　公道、私道の種別と位置、幅員を記入し、既存の位置指定道路がある場合は、指定年月

　　　　　日、番号、幅員及び延長を明記すること。

　　　　ケ　土地の形態、状況を表すのに必要な表示及び事項、例えば鉄道区域界、池、立木等を記

　　　　　入すること。

　　　　　位置指定道路の縦方向に２．５パーセント以上の高低差が生じることとなる箇所がある場

　　（８）位置指定道路の縦断面図

　　（７）規則第９条に規定する地籍図

　　　　ア　申請図は凡例に従って作成し、縮尺は原則として１／１００、１／２００又は

（実施基準日　令和６年１２月１日）

　　　　イ　方位は、付近見取図と一致させること。

　　　　ウ　位置指定道路の位置は起点からの距離を表すこと。

　　　　オ　既存建築物及び工作物の配置を記載すること。

　　　　　１／３００とする。

　　　　エ　地番号界及び地番号を記載すること。











　　　直前に本申請された場合は、検査希望日に添えない場合がある。

　　・届出書等の提出は不要とする。

（７）道路位置指定の廃止について

　　・中間検査は、必要に応じて受けること。中間検査の有無は、『関係各課事前協議』

　　・路盤の状況等については、中間検査又は完了検査時に工事写真にて確認を行う。

　　・主な検査項目は、位置指定道路幅員、延長、隅切、構造、排水施設等の確認とする。
　　・上記の検査項目の他、関係各課が所管する事項を確認する。

　　・本申請後、審査担当者と日程調整し、検査を受けること。

　　　の手続きにおける『道路位置指定に関する協議書』にて確認すること。

　　・中間検査又は完了検査は、本申請後概ね１０日後に実施する。

（８）指定・公告について
　　・完了検査及び指定道路部分の地目変更確認後に指定の公告を行い、指定通知書の

　　・道路位置指定に接している全員の同意（所有者、関係権利者）が必要となる。
　　・同意については、実印と印鑑証明書が必要となる。

（６）計画の変更について

　　・計画に変更が生じる場合は、速やかに建築安全課へ報告し、必要に応じて関係各課

　　・関係各課との協議内容が変わる場合は、速やかに再協議を行い、建築安全課へ報告
　　　との再協議及び書類の差替えを行うこと。

　　・原則として、本申請後の変更は認めない。

　　　すること。

（３）道路の築造工事等について
　　・事前協議結果通知を受けてから工事に着手すること。
　　・近隣の方に迷惑がかからないよう、工事を行うこと。

-11-

　　・本申請までに指定道路部分の分筆を行うこと。

（４）本申請（道路位置指定申請）について
　　・本申請は、中間検査又は完了検査の概ね１０日前までに申請すること。検査希望日の

　　・建築基準法に基づく工作物（擁壁）の確認申請が必要な場合は、本申請までに確認済
　　　証の交付を受けること。

（５）中間検査・完了検査について

　　　交付を行う。

道路位置指定手続きについて

（１）相談票について
　　・計画地及び周辺の道路・排水の公共施設の状況、造成等の有無についての調査を行う
　　　ため、予め相談票を提出すること。

（２）事前協議申請書について
　　・道路の位置の指定を受けようとする場合は、本申請に先立ち「道路位置指定事前協議
　　　申請書」を提出すること。
　　・関係各課との協議後の『道路位置指定に関する協議書』にて、中間検査又は完了検査
　　　の有無を確認すること。





　⑨　その他、市長が必要と認める書類

　①　道路指定の変更（廃止）申請書（正）（様式第１５号）

　②　道路指定の変更（廃止）通知書（副）（様式第１６号）

　③　委任状

　④　様式第１５号の申請書に承諾した者の印鑑証明書

　⑦　廃止後の土地利用計画図

　　済のものを使用可能）

変更（廃止）申請書

・通知書

　　　もの）

　⑥　添付図面（表－１の１、２、３）　※Ｐ１４参照

　⑧　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑤　道路位置指定及び当該道路に接する土地の登記事項証明書

　⑥　道路位置指定及び当該道路に接する土地にある建物の登記事項証明書

　⑦　道路位置図（廃止）（様式第１３号：記載内容チェック用、Ａ３可で押

　　　印不要とする）

-13-

　⑤　道路位置図（廃止）（様式第１３号：Ａ２版とし承諾者が実印押印した

(2)道路位置指定 　道路位置指定申請変更（廃止）に必要な書類は、次のとおりとする。

　　（提出部数は正・副各１部とし、書類等は、事前申請で使用した補正完了

　③　添付図面（表－１の１、２、３）　※Ｐ１４参照

　⑧　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑨　その他、市長が必要と認める書類

道路位置指定変更（廃止）申請に必要な書類と記載事項について

(1)事前協議申請書 　事前協議に必要な書類は、次のとおりとする。

　　（提出部数：正・副各１部及び協議先必要部数）

　①　道路位置指定事前協議申請書（《廃止》と追記）　

　②　委任状

　④　道路位置指定及び当該道路に接する土地の公図の写し







　・　個人、法人に係わらず真正な権利者の押印であることを確認するため、承諾に

　　　係る印は実印とし、印鑑証明書を必ず添付するものとする。

　　　戸籍謄本等により確認する。）の同意が必要。

　・　関係権利者を確認のための登記事項証明書等は、可能な限り最新のものを添付

　　　すること（原則として６か月以内）。

(3)承諾書の様

式

　・　細則様式第１２号、第１３号、第１４号、第１５号、第１６号による。

　・　権利者が未成年者等の場合には、民法で定められた代理人等（代理人等は、

　　　　全員の承諾

　　Ⅵ．相続関係等については、法定相続人を文書等で明確にし、権利者の承諾

　　Ⅶ．権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、（根）抵当権、永小作権、地役権

　　　　、質権、差押債権、先取得権の権利を有する者（仮登記権利者を含む）

　　※　権利者は登記事項証明書の甲区（所有権）及び乙区（所有権以外の権利）の

　　　　記載事項で判断する。

　　Ⅷ．位置指定道路の管理者

関係権利者の同意について

(1)意　　義 　　道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、

　建築物等を築造することができず（法第４４条及び第４５条）、私有地に重大な権

　利の制限が課せられることになる。

　　　　ことについての承諾をすることができる権限を有する者の承諾

　　そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷

　地となる土地及び隣接地の所有者及び抵当権者、又はその土地にある建築物もしく

　は工作物に関して権利を有する者の承諾書」が必要になる。
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の範囲

(4)印鑑証明書

　　　　する土地の土地・建物等の権利者

等

　・　承諾書を必要とする関係権利者の範囲は、次に掲げるものとする。

　　Ⅴ．既存の私道に接続して指定を受ける場合は、その道路の土地所有権者

　　Ⅳ．令第１４４条の４第１項第１号ロによる公園等に接続する場合は通り抜ける

　　Ⅰ．指定を受けようとする道路となる土地（以下「位置指定道路」という。）と

　　　　合わせて、当該位置指定道路を利用する宅地及び、当該位置指定道路に隣接

(2)関係権利者

　　Ⅱ．共同物件の場合は全権利者

　　Ⅲ．権利者が未成年者等の場合は、親権者等の承諾





　　　　　４．０ｍ以上を確保すること。

(3)位置指定道

路の形態

　ア　幅員
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【標準横断面図】

　・　位置指定道路の幅員は、有効で４.０ｍ以上確保し、接続する前面道路

　　　の構造・形態に合わせ次のとおり整備することを標準とする。

　　　※　位置指定道路の幅員は、道路の中心線に対し、直角に測定し、有効幅員

　イ　接続先 　・　位置指定道路は、原則として両端が法第４２条第１項（第４号を除く）又は

　　道路 　　　第２項の道路に接続すること。

　　

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(横断勾配2％以内）

                   指定幅員　4.0ｍ以上

指定幅員　4.0ｍ以上

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(横断勾配2％以内）

位置指定道路（通り抜け道路）

接
続
先
道
路

法第４２条第１項の道路（４号を除く）

接
続
先
道
路

2項道路の道路後退線







∴指定延長　Ｌ＝延長ｃ

　　Ⅵ．接続先道路が法第４２条第２項の場合

　　　※　水路占用許可等については、河川課との協議すること。

-21-

　　Ⅴ．水路に橋等を架ける場合

∴指定延長　Ｌ＝延長ａ

　　　※　後退方法については、建築安全課及び道路管理課（公道の場合に限る）と

　　　　　協議すること。

ａ＝４ｍ未満

ｂ＝２ｍ（中心後退）

幅員ｗ

接続先道路

水 路

水路占用部分

延
長
ａ

a

    b

幅員ｗ

法第４２条第２項の道路

２項道路の後退線

延
長
ｃ

接続先道路が公道

の場合、後退部分

は原則、市に寄付

２項道路の道路後退線









　　　② ａ部分が５.０ｍ以上

　　Ⅲ．上記Ⅰ及びⅡに該当しない場合の延長(総計)の基点はＱとする。
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　　　③ ｂ部分が５.０ｍ以上

　　　④ ｂ部分を使って自動車の転回ができる状況

　　Ⅱ．道Ａにおけるａ部分がなく、①～④のすべてを満たす場合は、延長

　　　　(総計)はアの区間を免除し、基点はＰとする。

　　　① 道Ａが法の道路(私道を除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　② 道Ｂが法の取扱いがある道(私道は除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合」

　　　として、次の基準に該当する場合は、自動車転回広場の　設置を減免する

　　Ⅰ．①～③のすべてを満たす場合は、延長(総計)はア及びイの区間を免除し、

　　　　基点はＭとする。

　　　③ ａ部分を使って自動車の転回ができる状況

　　　① 道Ａが法の道路(私道を除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　※延長とは接続先の袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を

　　　　含んだものであり、以下、延長（総計）という。

　キ　自動車 　・　令第１４４条の４第１項第１号イ及びハの規定により、位置指定道路が既

転回広場の減 　　　存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続し、延長が３５ｍを超える場合は、

免 　　　接続先となる既存の道路にも自動車転回広場が必要となるが同号ホ「特定

　　　ことができる。

【自動車転回広場の減免】







　　Ⅰ．土地利用区域（位置指定道路部分と利用宅地部分）の分筆

　　Ⅱ．位置指定道路が接続する道路の後退部分及び道路拡幅部分の分筆

　　Ⅲ．位置指定道路及び自動車転回広場の分筆

　・　上水道施設については、上水道維持課と協議すること。

　　　　　用（市指定）蓋を設置しないこと。

地目の変更

　・　申請手続きの流れにそって、土地の分筆及び地目変更を次のとおり行うこと。

　　Ⅳ．位置指定道路及び自動車転回広場の部分の地目を公衆用道路に変更

　・　消防ポンプ車等の進入については、消防活動上支障のないように道路幅員を

　　　確保すること。また、障害物のないような道路構造とすること。

(7)消防ポンプ 　・　消防水利については、消防局警防課と協議すること。

　　注２：位置指定道路内の排水設備は、市において維持管理を行わないため、公

　　注１：位置指定道路を計画する場合は、事前に公共下水道管の深さ、管径、流

　　　　　水方向等の現地調査を十分に行い計画すること。　　　　

　　注３：排水管を側溝に接続する箇所は、側溝の底部より１００ｍｍ以上離隔し、

　　③　その他の区域
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(8)給電施設 　・　給電施設については、一般電気事業者と協議すること。

　・　幅員が６ｍ未満の位置指定道路内には電柱を設置しないこと。

(9)分筆及び

　　　　　接続箇所の側溝蓋はグレーチング蓋を設置すること。

(6)上水道施設

　・　位置指定道路の路盤完了時までに配管等の埋設を完了していること。

車の進入等

雨水最終マス（浸透式）

(オーバーフローを排水最終マスに接続)

排水最終マス

浄化槽







（３）自動車転回広場の取り付け例、形態

　ア　取り付け例
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３５ｍ以内

３５ｍ以内 ３５ｍ以内

幅員４ｍ

幅員４ｍ

自動車
転回広場

自動車
転回広場

自動車
転回広場

接
　
続
　
先
　
道
　
路
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　（オ）

　イ　自動車転回広場の形態

　（ア） 　（イ）

　（ウ） 　（エ）

６ｍ

６ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

１．４ｍ

１．４ｍ
６ｍ

６ｍ

４ｍ

１．４ｍ

６ｍ

６ｍ

４ｍ

１．４ｍ

１ｍ １ｍ４ｍ

４ｍ４ｍ４ｍ

１．４ｍ

１ｍ

１ｍ

６ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

７ｍ

４ｍ

５ｍ



　（カ）

　（キ）

　（ク）

　（ケ） 　（コ）
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５ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ１ｍ

４ｍ

５ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

４ｍ

６ｍ

４ｍ

７ｍ

４ｍ

４ｍ

６ｍ

１ｍ

１ｍ１ｍ

４ｍ

５ｍ

５ｍ

４ｍ

３ｍ

１ｍ

１ｍ

４ｍ

４ｍ

６ｍ

１ｍ



　　048-229-5904(占用係)

　　048-229-5905(台帳係)

第一本庁舎３階　河川課

生
涯
学
習
部

文化財課

消
防
局

警　防　課
　　048-261-8971

・消防水利について 　警防課

上水道維持課

下水道維持課

　　048-271-9573

・消防車両の進入について 消防局

都
市
整
備
部

各土地区画
整理事務所
及び土地区
画整理組合

・雨水排水について

・排水について（下水道処理区域内）

・上水道について 水道庁舎１階

　　048-258-4132(代表)

　048-286-2888

区画整理組合推進室

　048-294-2774

　048-284-0100

・排水について 北部土地区画整理事務所

　048-295-1009

里土地区画整理事務所

西部土地区画整理事務所

区画整理課

・都市計画法施行規則第６０条による適合証

・埋蔵文化財について 青木３丁目分室

行区域）について 　048-266-6600

・仮換地について 東部土地区画整理事務所

・公道について

・都市計画法第２９条による開発行為ついて

・都市計画法第５３条申請（区画整理予定区

域）について

・土地区画整理法第７６条申請（区画整理施

第一本庁舎３階　開発審査課

　　048-242-6348

第一本庁舎４階

　　048-229-5972

河　川　課

建
　
設
　
部

都市計画課

みどり課
・生産緑地について

道路管理課

・都市計画法第５３条申請(都市計画道路)に

　ついて

・排水接続について

　　048-229-5906(境界係)

　　048-242-6331

第一本庁舎３階　都市計画課

・地区計画について
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文化財課執務室

・水路境界確認について

・排水について（下水道処理区域外）

　　048-242-6333

　　048-242-6335

・水路占用について

　　048-242-6332

第一本庁舎３階　みどり課

道路位置指定に関する関係協議先一覧

・道路占用について

庁舎別電話番号(代表)等

・雨水排水について

第一本庁舎３階　道路管理課

上
下
水
道
局

都
市
計
画
部

開発審査課

明書について

協　議　先 主　な　協　議　内　容

・駐車施設、計画道路について

　　048-229-5917

・官民境界確認及び公道幅員について

























（R1.6.6）
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土地利用の目的
及び相談内容

（出来る限り具体
的かつ簡潔に記載
してください。記
載されていること
以外についてはご
回答できませんの
で、ご注意くださ

い。）

□開発審査課に相談済みである
（相談票Ｎｏ　　　　　　　　　　　　　）

□開発審査課に今後相談予定である

計画建築物の
用途

受付日 　　年 　　月 　　日 受付№　　　　　　　号 　応対者

計画地の
一体性について

※相談内容については第三者（検査機関含む）には回答致しません

事
　
業
　
者 職　業 連絡先

(代表者)

の 注 意 事 項

現 地 調 査 時 　現地立ち入り時の承諾　　□不要　　□要　　氏名

　現地対応者　　　　　　　□無　　　□有　　連絡先

( 代　理　人 )

連　絡　者 会社名

地域　

　川口市

氏　名 連絡先

(書面での回答は致しません)

住　所

氏　名

土 地 の 所 在
( 地 名 地 番 )

面積(実測･公簿)
どちらかに○を記入

㎡　 登記地目
　都市計画法上の用途地域

※受付後、約２～３週間以内に連絡者あて、口頭でのみ回答いたします。

《位置指定相談票》
市

郊

※太枠内に記入してください。

※計画地及び既存宅地等の計画の一体性については、必ず開発審査課に相談票を提出し、

　ご確認ください。

※裏面に記載してある書類を添付して提出してください。
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□７　その他　資料等

□４ (家屋)登記事項証明書（6ヶ月以内）
　※要約書不可。全部事項証明書を添付のこと。コピー可。

□５　土地利用計画図（配置図・区割図等）
　※誓約地を含む計画とする場合は、誓約地を明確に図示してください。

□６　既存建築物の法適合性が確認できる資料
　※既存建築物がある場合、位置指定道路を指定、変更又は廃止することによる道路斜線、建蔽
率、容積率、接道状況等の規定が適法である旨が確認できる資料を添付してください。

相 談 票 添 付 資 料

□１　案 内 図

□２　公　　図　（6ヶ月以内）
　※コピー可。計画地を明確に図示してください。

□３ (土地)登記事項証明書（6ヶ月以内）
　※要約書不可。全部事項証明書を添付のこと。コピー可。
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道 路 位 置 指 定 事 前 協 議 申 請 書

（あて先）　川 口 市 長

申 請 者 住　所

氏　名

電　話

住　所

氏　名

１　道路位置指定区域に含まれる土地の地名地番

２　道路位置指定区域の用途地域、面積

３　予定建築物の用途、区画数

　　　　　　　　年　　　月　　　日

電　話

設 計 者

担 当 者

　　　川口市道路位置指定等に関する協議基準の規定により事前協議をしたいので、関係図書を

　　添付して申請いたします。

記












